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市第11号議案 

   末吉橋第 313 号線等市道路線の認定及び廃止 

 次のように市道の路線を認定し、及び廃止する。 

   平成29年５月19日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

 認定する路線 

  路   線   名   
         起                    点          

         終                    点          

  備  考   

(参考図番号)  

末 吉 橋 第313号線 
鶴見区梶山二丁目385番の21地先         

同 区同    382番の39地先         
 第 １ 号  

中   原 第696号線 
港南区笹下四丁目4,738番の12地先       

同 区同    同   番の14地先        

 

 

 

 

 第 ２ 号  

中   原 第697号線 
港南区笹下四丁目4,738番の13地先       

同 区同    同   番の14地先        

中   原 第698号線 
港南区笹下四丁目3,635番の10地先       

同 区同    同   番の11地先        

中   原 第699号線 
港南区笹下四丁目3,635番の11地先       

同 区同    同   番の12地先        

上 星 川 第515号線 
保土ケ谷区上星川二丁目316番の２地先       

同   区同     330番の４地先       
 第 ３ 号  

蒔   田 第599号線 
磯子区岡村三丁目160番の４地先          

同 区同    139番の２地先          
 第 ４ 号  

磯   子 第383号線 
磯子区東町58番地先                

同 区同町54番の１地先              
 第 ５ 号  

日   吉 第206号線 
港北区下田町三丁目783番の36地先        

同 区同     817番の22地先        

 
 

 第 ６ 号  

日   吉 第207号線 
港北区下田町三丁目805番の12地先        

同 区同     808番の２地先         

日   吉 第208号線 
港北区日吉二丁目232番の８地先          

同 区同    231番の６地先          

 
 

 第 ７ 号  

日   吉 第209号線 
港北区日吉二丁目228番の１地先          

同 区同    232番の４地先          
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新   治 第257号線 
緑区三保町2,761番の30地先          

同区同 町892番の２地先             
 第 ８ 号  

中   山 第358号線 
緑区中山町162番の１地先             

同区同 町100番の１地先             
 第 ９ 号  

汲   沢 第591号線 
戸塚区戸塚町3,504番の15地先         

同 区同 町3,507番の30地先         
 第 10 号  

戸   塚 第572号線 
戸塚区戸塚町4,228番の４地先          

同 区同 町4,229番地先            
 第 11 号  

飯   島 第472号線 
栄区飯島町751番の10地先            

同区同 町567番の３地先             
 第 12 号  
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 廃止する路線 

  路   線   名   
         起                    点          

         終                    点          

  備  考   

(参考図番号)  

師   岡 第393号線 
鶴見区駒岡一丁目277番の13地先         

同 区同    282番の４地先          
 第 13 号  

上 星 川 第507号線 
保土ケ谷区上星川二丁目316番の２地先       

同   区同     同 番の15地先       
 第 ３ 号  

川   井 第194号線 
旭区川井本町９番の４地先              

同区同  町10番の４地先             
 第 14 号  

今   宿 第446号線 
旭区四季美台103番の１地先            

同区同   100番の５地先            
 第 15 号  

川 島 町 第160号線 
旭区市沢町93番の81地内             

同区同 町同番の62地内              
 第 16 号  

希望が丘  第341号線 旭区善部町55番の１地内               第 17 号  

新 杉 田 第228号線 金沢区富岡東二丁目2,172番の３地内       
 

 

 

 

 

 

 第 18 号  

杉   田 第73号線  
金沢区富岡東二丁目2,172番の22地内      

同 区同     同   番の14地内       

杉   田 第74号線  
金沢区富岡東二丁目2,172番の17地内      

同 区同     同   番の15地内       

杉   田 第75号線  
金沢区富岡東二丁目2,172番の14地内      

同 区同     同   番の３地内        

杉   田 第86号線  金沢区富岡東二丁目2,172番の３地内       

杉   田 第87号線  
金沢区富岡東二丁目2,172番の１地内       

同 区同     同   番の３地内        

日   吉 第68号線  
港北区日吉二丁目228番の１地先          

同 区同    227番の19地先         
 第 ７ 号  

新 吉 田 第394号線 
港北区大曽根二丁目1,051番の13地先      

同 区同     1,053番の２地先       
 第 19 号  

綱   島 第297号線 
港北区町三丁目1,608番地先          

同 区同    1,594番地先          
 第 20 号  
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篠   原 第38号線  港北区篠原町1,078番の14地内          第 21 号  

新   治 第77号線  
緑区三保町892番の１地先             

同区同 町2,761番の30地先          
 第 ８ 号  

中   山 第90号線  
緑区中山町162番の１地先             

同区同 町83番の８地先              
 第 ９ 号  

恩   田 第172号線 
青葉区恩田町2,604番の２地先          

同 区同 町2,607番の１地先          
 第 22 号  

上 矢 部 第489号線 
戸塚区上矢部町271番の２地先           

同 区同  町270番の２地内           
 第 23 号  

中   田 第449号線 戸塚区鳥が丘85番の４地内              第 24 号  

矢   部 第135号線 戸塚区柏尾町453番の１地内            

 第 25 号  矢   部 第137号線 
戸塚区柏尾町486番の３地先            

同 区同 町453番の１地先            

矢   部 第138号線 
戸塚区柏尾町452番の１地先            

同 区同 町453番の１地先            

汲   沢 第409号線 
戸塚区戸塚町3,504番の２地先          

同 区同 町3,507番の29地先         
 第 10 号  

下 倉 田 第273号線 
栄区長沼町153番の１地先             

戸塚区下倉田町761番の３地先           
 第 26 号  

飯   島 第145号線 
栄区飯島町745番の６地先             

同区同 町754番の５地先             
 第 12 号  

 
 

   提 案 理 由 

 末吉橋第 313 号線等の路線を市道に認定し、及び師岡第 393 号線

等の市道路線を廃止したいので、道路法第８条第２項及び第10条第

３項において準用する同法第８条第２項の規定により提案する。 
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 参  考  

   道 路 法 （ 抜 粋 ） 

 （ 市 町 村 道 の 意 義 及 び そ の 路 線 の 認 定 ） 

第 ８ 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  市 町 村 長 が 前 項 の 規 定 に よ り 路 線 を 認 定 し よ う と す る 場 合 に お 

 い て は 、 あ ら か じ め 当 該 市 町 村 の 議 会 の 議 決 を 経 な け れ ば な ら な 

 い 。 

   （ 第 ３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

 （ 路 線 の 廃 止 又 は 変 更 ） 

第 10 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  第 ７ 条 第 ２ 項 か ら 第 ８ 項 ま で 及 び 前 条 の 規 定 は 前 ２ 項 の 規 定 に 

 よ る 都 道 府 県 道 の 路 線 の 廃 止 又 は 変 更 に つ い て 、 第 ８ 条 第 ２ 項 か 

 ら 第 ５ 項 ま で 及 び 前 条 の 規 定 は 前 ２ 項 の 規 定 に よ る 市 町 村 道 の 路 

 線 の 廃 止 又 は 変 更 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 準 用 す る 。 
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